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はじめに 

 

本県における刑法犯検挙者数に占める再犯者の比率は、令和３年の 51.0％から令和６年は

46.6％と減少傾向にありますが、検挙者数の約半数が再犯者という状況が続いていること 

から、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯の防止」は、犯罪のない安全で安心して暮らせる   

社会を実現する上で重要な課題となっています。 

このため本県では、令和４年１月に「千葉県再犯防止推進計画」を策定し、関係機関・団体

等と連携しながら、本県独自の取組である刑務所出所者等の社会復帰に向けた包括的な支援

をはじめ、再犯防止に向けた様々な施策に取り組んできました。 

犯罪や非行をした人たちの中には、仕事や住居がない、薬物依存がある、適切な福祉   

サービスを受けられない等の理由により、地域社会で生活する上で困難を抱えている場合が

多くあります。そのような人たちが、必要な支援を受けられず、社会で孤立し、再び罪を 

犯してしまうことのないよう、社会復帰に向けた“息の長い”支援を行っていくことが必要 

です。 

そこで、「第二次千葉県再犯防止推進計画」では、「県民が受ける犯罪被害の防止」や「安全

で安心して暮らせる社会の実現」という前計画での基本理念を継承しつつ、県、市町村、刑

事司法機関、民間団体・協力者等が連携して、犯罪をした人の個々の状況に応じて、住居や

就労先の確保、適切な福祉サービスの利用など生活基盤の安定に取り組むほか、矯正施設入

所に至らない人に対する再犯防止に向けた支援（入口支援）等を一層充実してまいります。 

県民の皆様には、犯罪や非行をした人を地域社会の一員として受け入れ、健全な社会生活

が送れるよう、再犯防止に向けた取組に御理解、御協力をいただきますよう、お願い申し上

げます。 

結びに、本計画の策定に当たり御尽力をいただきました千葉県再犯防止推進連絡協議会の  

委員の皆様をはじめ、関係者の方々に対しまして、厚くお礼を申し上げます。 
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